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Loss Prevention Circular No. 03-14  

 

 

有機栽培食品のばら積み輸送について 
 

 
 

 

有機栽培食品のばら積み貨物の国際輸送はまだそれほど大規模に行われていませ

んが、多くの先進国では、食品の生産方法に関心を寄せる消費者が増えています。 

 

 

背景 

 

英国土壌協会発行の Organic Market Report 2014（オーガニック市場レポート

2014年版）によると、有機農業は現在 164か国で行われており、2012年時点に

おいて有機栽培農地が世界の農業用耕作地全体の中で占める割合は 0.9パーセン

トでした。有機食品の販売は世界中で増え続けていますが、需要の大半は北米と

欧州に集中しており、その 2地域で全有機食品小売売上高の 90%を占めていま

す。 

 

有機農作物の栽培農家や加工業者は、通常はできるだけ国内で販売することを望

むものですが、気候や地理的条件から特定の地域や場所でしか栽培できない作物

もあります。また、有機農作物の貿易国同士で取り交わされる同等性協定

（Equivalency Agreement）の普及により、有機農作物の国際取引は以前よりも効

率よく、しかも低コストで行えるようになりました。Gard には、現在のところ、

海上輸送を原因として有機食品貨物の価額や価値が劣化したとする損害賠償事例

はありませんが、有機栽培食品のばら積み長距離輸送の拡大が予想されることか

ら、今後はこうした事例も出てくる可能性があります。本サーキュラーは、有機

食品の国際取引が拡大傾向にあることを認識いただくとともに、有機栽培食品を

ばら積み輸送する際、特に留意すべき事項についてお知らせするものです。 
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輸送中の処理について 

 

Gardは 2011年と 2012年に、ばら積み貨物の輸送中の薫蒸処理について注意を

喚起するための文書を発行しました。1 薫蒸処理とは、貨物の品質の劣化を招

くおそれのある昆虫その他の害虫の侵入防止と除去を目的にカーゴホールドに有

毒ガス（殺虫剤）を注入して行う処理のことです。薫蒸処理は貨物の積み込み前

に行う場合と積み込み後に行う場合がありますが、荷送人や用船者は港湾での滞

在期間を短縮するために輸送中に薫蒸処理を実施することを好む傾向があります。

最も広く使用されている薫蒸剤は、リン化アルミニウムやリン化マグネシウムな

どのホスフィン系ガスです。ホスフィン系ガスは人体には極めて有害であるもの

の、「通常の」食品貨物の場合は、ばら積み状態で薫蒸処理を行っても手順が適

切であれば貨物の品質劣化を招きません。しかし、CWA Internationalからの情報

により、このことが有機栽培食品には当てはまらないことが分かりました。 

 

そもそも「有機栽培」とはどのような意味でしょうか。有機栽培とは、基本的に

合成肥料や殺虫剤を一切使用せずに栽培する生産方法を指します。「有機」とし

て販売する食品はすべて、その国の該当する法令に従って生産し、認定機関の認

証を取得して表示しなければなりません。加工食品に「有機」と表示するには、

少なくとも原材料の 95%が有機生産された動植物に由来していなければなりま

せん。運航者の立場からは「商品を輸送するだけなのだから、貨物の中身が有機

栽培品かどうかは関係ない」と考えがちです。しかし、農産物に「有機」と表示

できるようにするには、有機的に生産しているだけでは不十分で、保管、輸送、

加工中もその本来の品質を維持しなければならないのです。したがって、従来と

同じ薫蒸ガス（合成化学薬品）を用いて貨物の薫蒸を行うと、その食品はもはや

有機とはみなされなくなり、受入港での検査段階で認証を取り消されるおそれが

あります。有機食品が認証を取り消されると、貨物の価額は大きく下落します。

その場合、輸送中の薫蒸処理の実施については船長に全面的な決定権があるため、

運航者は、価額の下落に伴う損失の補償を貨物受取人から求められる可能性があ

ります。 

 

認証および法規制 

 

有機食品の国際取引を行うには、当該食品が輸入国の有機認証要件を確実に満た

すようにしなければなりません。通常、船舶にばら積みする有機食品貨物には、

輸出国の有機認証機関発行の証明書と植物検疫証明書が添付されている必要があ

ります。貨物は荷揚港で港湾衛生管理官の検査を受けることがありますが、輸出

国と輸入国間で同等性協定が交わされていない場合には、輸入国の管理当局の個

別認可も必要となります。 

 

米国、EU、日本、カナダなどが参加する、有機食品の貿易国間の「同等性協定」

は、原則として、いずれかの協定参加国において有機認証を取得した食品には他

の参加国の有機認証も自動的に与えるようにすることで、有機食品の効率的な輸

出入手続きを確保しています。代表的な例が 2012年 6月 1日に発効した米国と

EU間の Organic Equivalence Arrangemen [有機食品に関する同等性協定]で、この

協定により、有機認証済み食品は同協定の条件を満たしていれば EUと米国間で

自由にやり取りができるようになりました。その他、現行の同等性協定に関する

情報については、EUのウェブサイト International Trade in Organiccs、および

                                                 
1
 Gard News 204「船上貨物の薫蒸：見えざる殺人者」および LP Circular No. 13-11「輸送中貨物の薫蒸が船

員に及ぼす危険」も併せて参照してください。船上での安全ミーティング時に使用するケーススタディ用

資料 No. 28「Fumigation of bulk cargoes（ばら積み貨物の薫蒸処理）（英文）」（例は、こちらを参照）も

ございます。ご希望でしたら、ガードジャパン株式会社（Email: gardjapan@gard.no）までご連絡願います。 

http://www.cwa.uk.com/
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-is-organic-farming/international-trade-in-organics/index_en.htm
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20651690/4%20-%20Fumigation_of_cargo_on_board_ships_jp.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20723185/LPC_13-11_Dangers_to_crew_during_fumigation_14_dec_jp.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20723185/LPC_13-11_Dangers_to_crew_during_fumigation_14_dec_jp.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/page/covering-risks/cover?p_document_id=134048
mailto:gardjapan@gard.no


 

本情報は一般的な情報提供のみを目的としています。発行時において提供する情報の正確性および品質の保証には細心の注意を

払っていますが、Gard は本情報に依拠することによって生じるいかなる種類の損失または損害に対して一切の責任を負いません。 

なお、本記事は原文「Organically grown food cargoes carried in bulk」の参考上の和訳であり（訳者：ガードジャパン株式会社）、

提供される情報の内容については常に原文に拠ります。 
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お問い合わせ先 

 

Vice President, Loss Prevention 
Terje R. Paulsen  

 terje.paulsen@gard.no  
 

Senior Loss Prevention Executive 
Marius Schønberg  

 marius.schonberg@gard.no 

 

Loss Prevention Executive  

Kristin Urdahl  

 kristin.urdahl@gard.no 

USDA（米国農務省）全米オーガニックプログラムのウェブサイト International 

Trade Partnersをご覧ください。 

 

アドバイス 

 

ばら積み貨物船のカーゴホールドを次の輸送に向けて準備する際には、貨物の品

質クレーム等を受けないように、常に慎重に計画することが求められます。運航

者と船長は、次の輸送対象貨物が有機食品であることが分かったら、何を行わな

ければならないのかを関係者全員に正確に理解させることが肝要です。貨物を積

み込み前に、洗浄、積付、隔離、薫蒸方法や船荷証券など、貨物の取り扱いに関

する用船者・荷送人からの特別な指示事項を慎重に確認してください。貨物が運

送人の管理下にある間に、認証取り消しを招く原因を作らないことが重要です。 

 

さらに、有機栽培食品のばら積み輸送に関する以下の一般的注意事項にもご留意

ください。 

 

• 貨物が有機栽培食品であるかどうかはっきりしない場合、（有機栽培

食品であれば）植物検疫証明書と輸出国の有機認証機関発行の証明書

が添付されているはずです。輸出国が同等性協定に加盟していない場

合、通常、輸入国が認める認証機関発行の証明書も別途必要となりま

す。 

 

• 直前に輸送した貨物の種類にかかわらず、新たに貨物を積み込む前に、

すべてのカーゴホールドを徹底的に洗浄し（穀物等が残留していない

状態にし）、その実施した手順を記録しておくようにしてください。

有機栽培食品用のカーゴホールドには食品向け業務用洗剤を使用する

ことも可能ですが、残留洗剤は丁寧に除去してください。荷送人の指

示事項は、明確かつ詳細である必要がありますが、その指示事項には

厳格に従うようにしてください。 

 

• 他貨物の混入や昆虫の侵入を防ぐため、有機栽培食品の貨物は必ず他

の非有機生産物から完全に隔離してください。 

 

• 輸送中の有機栽培食品貨物に対して、従来の方法（リン化アルミニウ

ムやリン化マグネシウムなど等）での薫蒸処理は実施しないでくださ

い。Gardが把握している限り、有機貨物の薫蒸処理を船舶上で行うの

に適した薬剤は存在しません。それでも用船者/荷送人が薫蒸処理を希

望する場合は、LOIを取得してください。2
 

 

• 受入港の貨物受入設備や荷揚げ手順により有機栽培食品貨物が（認証

取り消しなどの）リスクにさらされると判断した場合には、荷揚げを

行う前に用船者/荷送人に確認を取り、運送人の荷揚げ/引き渡し手順

に不備があったとの申し立てが事後に生じないようにしてください。

この場合も、LOIの取得が適切であると思われます。 

•  

                                                 
2
 LOIの文例については Gard News 173「In-transit fumigation of bulk cargoes（ばら積み貨物の輸送中の薫

蒸）」を参照してください。 

 

http://www.gard.no/ikbViewer/page/updates/content?p_document_id=20740605
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateJ&navID=InternationalTradePartnersNOPCertifyingAgents&rightNav1=InternationalTradePartnersNOPCertifyingAgents&topNav=&leftNav=NationalOrganicProgram&page=NOPInternationalAgreements&resultType=&acct=nopgeninfo
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateJ&navID=InternationalTradePartnersNOPCertifyingAgents&rightNav1=InternationalTradePartnersNOPCertifyingAgents&topNav=&leftNav=NationalOrganicProgram&page=NOPInternationalAgreements&resultType=&acct=nopgeninfo
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=52479&p_subdoc_id=52491

